
目

次

告

示

○
認
知
症
行
方
不
明
者
等
実
態
把
握
調
査
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
高
齢
福
祉

保

険

課
）
…
一

○
保
安
林
の
指
定
解
除
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
林

政

課
）
…
二

公

告

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
構
造
政
策
課
）
…
二

○
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
農
村
整
備
課
）
…
三

○
都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（
都
市
計
画
課
）
…
三

○
右

同
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
三

選
挙
管
理
委
員
会

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqqqqqqqq（
事

務

局
）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
qqq（

同

）
…
四

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
政
治
団
体
の
解
散
の
届
出
qqqqqqqqqqqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
の
名
称
等
の
公
表
qqqqqqqqq（

同

）
…
五

○
政
治
資
金
規
正
法
に
よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
（

同

）
…
五

告

示

青
森
県
告
示
第
十
八
号

認
知
症
行
方
不
明
者
等
実
態
把
握
調
査
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
の
で
、
青
森
県
統
計
調
査
条
例

（
平
成
二
十
一
年
三
月
青
森
県
条
例
第
十
二
号
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

調
査
の
目
的

青
森
県
に
お
け
る
、
認
知
症
や
そ
の
疑
い
に
よ
る
行
方
不
明
事
案
の
実
態
を
明
ら
か
に
し
、
地

域
で
の
見
守
り
体
制
の
構
築
・
強
化
に
係
る
検
討
の
参
考
と
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二

調
査
対
象
の
範
囲

１

地
域
的
範
囲

青
森
県
全
域

２

属
性
的
範
囲

認
知
症
又
は
認
知
症
の
疑
い
が
あ
る
者
の
家
族
、
も
し
く
は
家
族
等
か
ら
了
承
を
得
た
介
護

支
援
専
門
員
及
び
施
設
職
員
等

三

報
告
を
求
め
る
事
項
及
び
そ
の
基
準
と
な
る
期
間

１

報
告
を
求
め
る
事
項
は
次
に
掲
げ
る
事
項
と
す
る
。

㈠

認
知
症
又
は
認
知
症
の
疑
い
が
あ
る
者
の
基
本
的
属
性
（
居
住
市
町
村
、
性
別
、
そ
の

他
）

㈡

行
方
不
明
に
な
っ
た
ケ
ー
ス
の
有
無
と
回
数

㈢

行
方
不
明
に
な
っ
た
時
の
状
況
（
年
齢
、
時
期
、
場
所
、
移
動
手
段
、
そ
の
他
）

㈣

行
方
不
明
発
生
か
ら
発
見
に
至
る
ま
で
の
経
緯
（
発
生
認
識
時
の
連
絡
先
、
行
方
不
明
届

の
提
出
有
無
、
捜
索
者
、
発
見
ま
で
の
期
間
、
発
見
場
所
、
発
見
者
、
そ
の
他
）

㈤

市
町
村
の
事
前
登
録
制
度
へ
の
登
録
の
有
無

㈥

行
方
不
明
の
予
防
に
係
る
対
策
の
有
無

㈦

相
談
窓
口
（
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
）
の
認
識
と
相
談
経
験
の
有
無

２

報
告
を
求
め
る
基
準
と
な
る
期
間
は
、
令
和
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日

ま
で
と
す
る
。

四

報
告
を
求
め
る
者

協
力
依
頼
機
関
（
居
宅
介
護
支
援
事
業
所
や
地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー
な
ど
の
関
係
機
関
）
が

有
す
る
情
報
か
ら
有
意
抽
出
し
た
五
千
世
帯

五

報
告
を
求
め
る
た
め
に
用
い
る
方
法

青
森
県
が
報
告
者
に
対
し
て
、
協
力
依
頼
機
関
（
関
係
機
関
）
を
経
由
し
郵
送
等
に
よ
り
調
査

青
森
県
報
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第
八
百
六
十
五
号

令
和
七
年一

月
二
十
日

（
月
曜
日
）



票
を
配
布
し
、
報
告
者
は
調
査
票
に
記
入
し
、
青
森
県
に
郵
送
で
提
出
す
る
。

六

報
告
を
求
め
る
期
間

令
和
七
年
一
月
二
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
二
十
八
日
ま
で
と
す
る
。

青
森
県
告
示
第
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
六
条
の
二
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
森
林
に
つ
い
て
保
安
林
の
指
定
を
解
除
す
る
の
で
、
同
法
第
三
十
三
条
第
六
項
に
お
い

て
準
用
す
る
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一
㈠

保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
脇
野
沢
新
井
田
四
二
・
一
二
六
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

㈡

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

干
害
の
防
備

㈢

保
安
林
解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

二
㈠

保
安
林
の
所
在
場
所

む
つ
市
脇
野
沢
新
井
田
四
二
・
一
二
六
（
以
上
二
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限

る
。
）

㈡

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

公
衆
の
保
健

㈢

保
安
林
解
除
の
理
由

急
傾
斜
地
崩
壊
防
止
施
設
用
地
と
す
る
た
め

（
「
次
の
図
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
図
面
を
青
森
県
農
林
水
産
部
林
政
課
及
び
む
つ
市
役
所
に
備

え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

公

告

農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
の
認
可

農
地
中
間
管
理
事
業
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
五
年
法
律
第
百
一
号
）
第
十
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
、
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
令
和
七
年
一
月
二
十
日
認
可
し
た
の
で
、
同

条
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
当
該
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画
を
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

○
農
用
地
利
用
集
積
等
促
進
計
画

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
者

賃
借
権
の
設
定
等
を
受
け
る
土
地

氏
名
又
は
名
称

住
所
又
は
所
在
地

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
一
四
の
一
ほ
か
三
筆

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
四
六
ほ
か
一
筆

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
五
〇

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
五
一

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
五
二
ほ
か
二
筆

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
六
〇
の
一

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
福
田

三
四
の
一
ほ
か
三
筆

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
五
の
一
ほ
か
一
九
筆

株
式
会
社
花
田

フ
ァ
ー
ム

南
津
軽
郡
田
舎
館
村

南
津
軽
郡
田
舎
館
村
大
字
前
田
屋
敷
字
北
一

本
柳
六
ほ
か
三
筆

上
山

眞

三
戸
郡
五
戸
町

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
中
崎
八
一

の
う
ち

森
田

格
勝

三
戸
郡
五
戸
町

三
戸
郡
五
戸
町
大
字
倉
石
又
重
字
前
田
内
沢

九
三
の
一
六
の
う
ち
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県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
下

北
北
部
地
区
の
県
営
土
地
改
良
事
業
（
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
農
道
整
備
）
）
計
画
を
変
更

し
た
の
で
、
同
条
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、

次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起

算
し
て
十
五
日
以
内
に
知
事
に
対
し
て
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

こ
の
ほ
か
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
が
変
更
さ
れ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て

六
月
以
内
に
、
県
を
被
告
と
し
て
（
知
事
が
被
告
の
代
表
者
と
な
る
。
）
、
そ
の
取
消
し
の
訴
え
を

提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内

に
審
査
請
求
を
行
っ
た
場
合
に
は
、
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
の
取
消
し
の
訴
え
は
、
そ
の
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
月
以
内
に
提
起
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

縦
覧
に
供
す
る
書
類

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二

縦
覧
の
期
間

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
十
日
ま
で

三

縦
覧
の
場
所

青
森
県
庁
農
村
整
備
課
ウ
ェ
ブ
ペ
ー
ジ

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
野
辺
地
都

市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準

用
す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
野
辺
地
都
市
計
画
区
域
に
お

け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

都
市
計
画
の
種
類

野
辺
地
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
（
一
・
三
・
一
号
有
戸
鳥
井
平
一

ノ
渡
線
）

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

な
し

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

上
北
郡
東
北
町
湯
田
平
の
一
部
ほ
か

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

野
辺
地
町
建
設
水
道
課

東
北
町
企
画
課

四

縦
覧
期
間

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
四
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

都
市
計
画
の
変
更
案
の
縦
覧

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
東
北
都
市

計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
を
変
更
し
た
い
の
で
、
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
次
の
と
お
り
東
北
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る

道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
の
変
更
案
を
縦
覧
に
供
す
る
。

な
お
、
関
係
市
町
村
の
住
民
及
び
利
害
関
係
人
は
、
縦
覧
期
間
満
了
の
日
ま
で
に
、
当
該
都
市
計

画
の
変
更
案
に
つ
い
て
、
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
知
事

宮

下

宗
一
郎

一

都
市
計
画
の
種
類

東
北
都
市
計
画
区
域
に
お
け
る
道
路
に
関
す
る
都
市
計
画
（
一
・
三
・
一
号
上
北
天
間
林
線
、

一
・
五
・
一
号
後
平
湯
田
平
線
、
一
・
五
・
二
号
柳
平
線
）

二

都
市
計
画
の
変
更
に
係
る
土
地
の
区
域

１

除
か
れ
る
土
地
の
区
域

上
北
郡
七
戸
町
字
後
平
の
一
部

２

追
加
さ
れ
る
土
地
の
区
域

上
北
郡
東
北
町
湯
田
平
の
一
部
ほ
か

三

縦
覧
場
所

青
森
県
県
土
整
備
部
都
市
計
画
課

東
北
町
企
画
課

七
戸
町
建
設
課

四

縦
覧
期
間

令
和
七
年
一
月
二
十
一
日
か
ら
同
年
二
月
四
日
ま
で

五

縦
覧
時
間

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
五
時
ま
で

選
挙
管
理
委
員
会

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
六
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
政
治

団
体
の
設
立
の
届
出
の
あ
っ
た
政
治
団
体
の
名
称
等
を
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
党
の
支
部

政
治
団
体
の

名

称

代
表
者
氏
名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所

の
所
在
地

一
以
上
の
市

町
村
等
の
区

域
を
単
位
と

し
て
設
け
ら

れ
る
支
部

届

出

年
月
日

自
由
民
主
党

青
森
県
上
北

郡
第
二
支
部

木
明

和
人

赤
石

朝
美

上
北
郡
野
辺
地

町
字
赤
坂
六
三

○

令
和六･一二･
三

自
由
民
主
党

青
森
県
北
津

軽
郡
第
一
支

部

成
田

陽
光

山
口

貴
弘

北
津
軽
郡
板
柳

町
大
字
牡
丹
森

字
鴨
泊
一
八
五

の
二

○

六･一二･
三

政
党
以
外
の
政
治
団
体

国
会
議
員
関
係
政
治
団
体
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の

名

称

代

表

者

氏

名

会
計
責
任
者

氏

名

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

届

出

年
月
日

き
り
あ
の
会

（
高
畑

紀
子
）

高
畑

紀
子

高
畑

イ
ク

八
戸
市
大
字
朔
日
町

二
一

令
和六･一二･二七

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
七
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
政
治
団
体
か
ら
届
出
事
項
の
異
動
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日
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立
憲
民
主
党
青
森
県

第
３
区
総
支
部

（
岡
田

華
子
）

主
た
る
事
務

所
の
所
在
地

弘
前
市
大
字
宮
川

二
丁
目
三
の
四

弘
前
市
大
字
萱
町

三
九
の
一

令
和六･一二･
一

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政
治
団
体
の
名
称

（
代
表
者
氏
名
）

異
動
事
項

新

旧

異

動

年
月
日

岡
田
は
な
こ
後
援
会

（
岡
田

華
子
）

代

表

者

岡
田

華
子

神

豊

令
和六･一〇･二七

国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

の
区
分

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
一
号
及

び
第
二
号
に
係
る

国
会
議
員
関
係
政

治
団
体

法
第
十
九
条
の
七

第
一
項
第
二
号
に

係
る
国
会
議
員
関

係
政
治
団
体

公
職
の
種
類

（
第
一
号
）

衆
議
院
議
員

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
八
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
政
治
団
体
か
ら
解
散
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

政
党
の
支
部政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

日
本
維
新
の
会
衆
議
院
青
森
県
第
３
選
挙
区
支
部

長
坂

淳
也

令
和
六･一二･一〇

政
党
以
外
の
政
治
団
体

政

治

団

体

の

名

称

代
表
者
氏
名

解
散
年
月
日

信
友
会

中
村

友
信

令
和
六･一二･一二

中
村
友
信
後
援
会

白
浜

浩
一

六･一二･一二

山
本
と
め
よ
し
後
援
会

酒
井

勝
俊

六･一二･一六

ふ
く
ち
誠
後
援
会

福
地

正
治

六･一二･二六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
九
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
資

金
管
理
団
体
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等

を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体

の
届
出
を
し
た

者
（
代
表
者
）

の
氏
名

公
職
の
種
類

資
金
管
理
団
体
の

名

称

主
た
る
事
務
所
の

所

在

地

指

定

年
月
日

岡
田

華
子

衆
議
院
議
員

岡
田
は
な
こ
後
援

会

弘
前
市
大
字
福
村
字

福
富
四
九
の
一

令
和六･一〇･二七

高
畑

紀
子

青
森
県
議
会
議

員

き
り
あ
の
会

八
戸
市
大
字
朔
日
町

二
一

六･一二･二六

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
告
示
第
十
号

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
九
条
第
三
項
第
二
号
の
規
定
に

よ
る
資
金
管
理
団
体
で
な
く
な
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
、
そ
の
名
称
等
を
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。
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令
和
七
年
一
月
二
十
日

青
森
県
選
挙
管
理
委
員
会
委
員
長

畑

井

義

德

資
金
管
理
団
体
の
届
出

を
し
た
者
の
氏
名

資
金
管
理
団
体
の
名
称

資
金
管
理
団
体
で

な
く
な
っ
た
年
月
日

中
村

友
信

信
友
会

令
和
六･一二･一二
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